
 

 

資料５ 

印旛支所ルートの印西牧の原駅南口への乗り入れについて（案） 

 

 

１． 見直しの内容 

 

①ルートの延伸 

沿線住民等の利便性向上に資するため、ルートの延伸を行う。 

 

②停留所の移設 

利用者の利便性向上に資するため、「印西牧の原駅入り口」停留所を印西牧 

の原駅南口へ移設し、停留所の名称を「印西牧の原駅南口」へ変更する。 

・設置場所：資料５－１のとおり 

・停留所の名称：「印西牧の原駅南口」 

   

 

    

２．実施時期 

平成２５年１０月１日（予定） 

 

 


